
●病後児保育とは？

  子どもが病気回復期において、保護者が家庭で保育を行うことが

  できない期間内、一時的に施設で 保育する制度です。

　看護師・保育士が保育をします。対象は生後６ヶ月から小学６年生です。

●利用方法は？

                  

           　          

          　         

　

                     

                     

                                   

                     

●利用時間・料金

・基本は8時30分～17時30分まで（その他は要相談)

　　≪町内≫　１人につき　１日　１０００円　(給食費は別途２００円)     半日の場合　５００円　(半日は４時間とします)

　　≪町外≫　1人につき　１日　１２００円  （給食費は別途２００円）　　半日の場合　６００円  （半日は４時間とします）

　　

※肝付町にお住まいの方は、病後児保育事業利用助成金（上限1000円）を申請することができます。

　　利用される際には、病後児保育事業利用助成申請書の記入をお願いします。

　

              　　　　 お問い合わせ

　　　　　　　　　　     　　　　　　肝付町福祉課　　　　　0994-65-8413

 　　　　　　高山こども園　　　　　  0994-65-0432

　　　　　　病後児保育コアラ館   0994-65-0806

　　　　 　

STEP① 肝付町の病後児保育事業に登録する。

病後児保育事業登録申請書(第１号様式)に記入して、肝付町役場福祉課またはコアラ館に提出して

ください。 登録が完了したら必要書類をお渡しします。※ 肝付町在住の方は、通帳のコピーも必要です。

STEP② 利用時には病院を受診し、医師連絡票の記入を依頼する。

病院を受診し、医師に病後児保育利用可能と判断されたら病後児保育医師連絡票(第２号様式)の

記入を依頼してください。

STEP③ コアラ館に病後児保育の予約をする。

その後コアラ館（もしくは高山こども園）まで連絡して、空き状況の確認・予約を行ってください。

コアラ館利用時には、病後児保育事業利用申請書(第2号様式) と家庭との連絡票の書類が必要に

なります。漏れがないように記載をお願いします。

・病気によってそれぞれ個室で対応
してくれるので安⼼しました。

・給⾷があるので、持参するものが少なく
負担なくお願いすることができました。
・職場に⼼苦しい思いをせずに済み
働く親としてとても助かります。

〜利⽤者の声〜


